
 

 

 

 
 

 

 

 

第２３回境川流域総合治水対策協議会の結果報告について 

 

平成２１年５月７日に開催された、境川流域総合治水対策協議会（名古

屋市始め９市３町及び県にて構成）において、以下の項目を協議・確認し、

今後も引き続き、積極的に総合治水対策を実施していくことを合意しまし

たので、お知らせします。 

 

１. 流域対策の進捗状況等について 

境川・猿渡川流域における流域対策の実施状況及び進捗状況等を報告

し、今後も引き続き、雨水貯留浸透施設等の整備を進め、浸水被害の軽

減を図っていくことを確認しました。 

 

２．河川事業の進捗状況等について 

境川・逢妻川・猿渡川の河川改修事業の実施状況及び進捗状況を報告

し、今後も引き続き、県と各市町との連携を密にして事業促進を図るこ

とを確認しました。 

 

３．遊水機能保全対策について 

境川・猿渡川流域において、現行の流域対策指導方針を再確認し、遊

水機能を有する地区は極力保全していくが、市街化区域編入等により市

町自らのまちづくりによる開発を行なう場合は、湛水量相当を市町にて

確保する方針を確認しました。 

 

４．流域水害対策計画の策定について 

境川・猿渡川流域において、H19.3.23 の第２０回境川流域総合治水

対策協議会の合意事項に基づき、引き続き流域水害対策計画の策定作業

を進め、早期の特定都市河川浸水被害対策法の指定を目指すことを確認

しました。 

 

５．総合治水ＰＲ活動の実施について 

境川及び猿渡川流域で一体となって取り組んでいる総合治水対策に

ついて、地域の皆様により一層理解していただけるよう「親子流域フォ

ーラム」等を開催することとしました。 
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表－１　　　境川流域　流域対策の進捗状況

A B C C/B D E=C+D E/B

(m3) (m3) (m3) （％） (m3) (m3) （％）

刈谷市 208,200 393,196 140,817 36% 280 141,097 36%

豊田市 175,200 784,746 399,138 51% 1,142 400,280 51%

安城市 84,000 182,890 85,766 47% 14,577 100,343 55%

大府市 126,600 459,674 328,803 72% 1,132 329,935 72%

知立市 208,800 206,672 64,957 31% 0 64,957 31%

豊明市 76,200 319,119 208,094 65% 10,500 218,594 68%

東郷町 61,200 212,304 74,937 35% 0 74,937 35%

東浦町 49,800 195,323 131,772 67% 0 131,772 67%

三好町 167,400 491,997 298,822 61% 0 298,822 61%

合計 1,157,400 3,245,921 1,733,106 53% 27,631 1,760,737 54%

市町村名

必要対策量 Ｈ１９末　対策状況

（E）流域対策量
　Ｓ５８の総合治水対策着手以降、現在までに整備された流域対策量にH20完了した市町整備の流域対策量を
加えたもの

（Ａ）流域整備計画必要対策量
　総合治水対策協議会がＳ５８．８．２３に定めた「境川流域整備計画及び実施要領」に規定した計画値で、当
時の市街化区域内の未利用地の面積(ha)に600を乗じて算定したもの

（Ｂ）流域開発に伴う必要対策量
　Ｓ５５から現在までに、市街化調整区域を含め、開発された面積(ha)に、流域整備計画値と同様に600を乗じて
算定したもの

（C）流域対策量
　Ｓ５８の総合治水対策着手以降、現在までに整備された流域対策量

Ｈ２０末　対策状況

対策量流域整備計画 対策率
流域開発に対する必
要対策量(H19末) 対策率 対策量 総対策量



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●河川整備計画－河川管理者が河川法に基づき、今後２０～３０年間の治水、利水、環境に

関しての具体的な河川の整備に関して策定する計画で、学識経験者、関係住民及び関係行

政機関からの意見聴取などの手続きを行い策定される。 
 

 

●流域水害対策計画－河川管理者・県知事・関係市町長・特定都市下水道管理者が共同し

て、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、今後２０～３０年間の河川整備と下水道等の内

水対策を一体的に策定する計画で、学識経験者、関係住民からの意見聴取などの手続きを

行い策定される。 

 

 

 

 

 

 

【背景】 

 
○境川・猿渡川流域（流域面積 264km2）の急激な都市化の進展による治水安全度の

低下を克服するため、河川整備の促進とともに、流域の開発による洪水流出量の増

大を抑制し、流域が従来有していた保水、遊水機能の維持、増大を図ることを目的と

して、「境川流域整備計画」が、昭和５８年に策定され、総合治水対策が推し進めら

れてきた。 

 

○この間、流域の都市化率は約58％に達し、計画想定値の５０％を上回り、開発に伴う

必要対策量約３２５万 m3に対し、平成２０年度末で約１７６万 m3（約５４％）にとどまっ

ている。 

 

○平成１６年１２月１０日の第１７回の協議会で境川流域整備計画の見直しに向けた主

要な方針として、以下の４点が合意されている。 

①境川、逢妻川及び猿渡川において河道掘削などの河川改修を推進すること。 

 ②ため池及び農地を適正に保全すること。 

 ③特に、遊水機能の保全に向け、適正な土地利用に努めること。 

 ④「緊急五ヶ年計画」以降も、引き続き、流域対策を推進すること。 

 

○平成１９年３月２３日の第２０回境川流域総合治水対策協議会では以下が合意され

た。 

「特定都市河川浸水被害対策法」を境川・猿渡川流域へ適用することとし、同法第４

条に基づく河川、下水道等を含む総合的な浸水被害の防止を図る「流域水害対策計

画」の策定作業に着手する。また、法の指定時期については、流域水害対策計画の策

定作業の進捗に基づき協議会において判断する。」 



 

総合治水ＰＲ活動について 

 

 総合治水対策の意義・重要性に対する流域住民の理解と協力を得るため「総合治水

推進週間（５月１５日～２１日）が平成３年度に制定されました。新川・境川流域総

合治水対策協議会ではその趣旨を受け、総合治水推進週間前後に総合治水対策のＰＲ

活動をそれぞれ実施しています。 

 

○平成２１年度のＰＲ活動 

 

  親子流域フォーラム 

流域内の親子（小学校高学年）にさまざまな治水施設を見学してもらうことにより、

総合治水対策の意義と重要性を理解してもらいます。 

  新川:５月２４日(日) 青木川放水路、青木川放水路排水機場、合瀬川 他 

    境川:５月１７日(日) 三ツ又排水機場、境川浄化センター、逢妻川 他 

（各流域で公募による40組80名の親子が参加予定。当日は大型バス2台で回ります） 

※ 応募は締め切らさせていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ビジュアルボード（パネル）フェア 

    ５月９日から９月１７日までの１週間ずつ、流域内各市町・建設事務所において、

総合治水をＰＲする内容のパネルを持ち回りで展示します。（県庁地下通路は5/１６

～２１に展示） 

また、総合治水推進週間内には関係機関の各庁舎に懸垂幕等を掲出して週間を PR

しています。（県庁正面玄関には横看板を5/１５～２１まで掲示） 

 

 

 

 

 

 

 

 ホームページによるＰＲ 

   協議会にてホームページを作成し、県や各市町、

民間で行われている総合治水対策を紹介するなど、

住民等に向けて情報を発信しています。 

   http://www.sougo-chisui.jp/ 

（注：写真はH２０実施状況） 

 


